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@泥 炭地に短い支持杭を施工した建物が地盤、支持杭沈下の結果、非常に危

険な状態が拡大し続けている実例証拠写真を、当会ネット証拠に掲載しまし

た"こ の建物は実態が失せた建設会社所有で、金融事業者が借金回収目的で

危険な状態を承知で賃貸借させて金員回収させ続けている建物です

1、先日予告して置きました 「札幌市東区中沼町50-38、 今は会社の実

態が無い有限会社丸福吉田工務店 (北丘珠に登記のみ有ります)所 有建物"

支持杭が 16メ ー トル以上必要なのに、8メ ー トル程度しか打つていない事

で、毎年 1,5セ ンチ程度ずつ不同沈下し続けて居る建物の証明写真を、こ

の度当会証拠シリーズ、今年 月  日分、証拠ナンバー  ～

の文書と合わせて掲載しました"」|

に こ

2、この証拠写真を見れば分かりますが"地 盤は支持杭より早く沈下し続け

て、ベース、内部土間下は空洞となっていて、メジャーが場所によっては5



メー トル以上入つてしまいます"し 、窓、サイディングも歪んでしまってい

る事もはっきり見えています 「効かない支持杭施工が生み出す結果はこうな

るのです、先般来伝えている、追求している札幌でも一流住宅メーカも普通

に行われている、支持層まで届いていない新築施工はこの実例と同種の被害

を生む危険が強いのです」国交省、建築主事は故意に効いていない支持杭施

工を追認し続けていますが、責任は取らないままで走るのですよね。

3、余談ですが、この不同沈下し続けて居る建物は、会社としてとつくに存

在していない会社が負った金融/AA庫、小樽信金への借金返済を果たす為、残

つた役員が自動車修理工場に貸しています (役員と同居人が言っている言葉

です)金 融機関が債権回収の為管理を行つた上での賃貸借と言う事ですが、

不同沈下の結果本部も分解し続けていて、土間も割れて沈下し続けて非常に

危険な状態なのです。

「お金を取つて貸せる建物では無いのです、金融業事業者が債権回収のみ見

てここまで危険極まりない建物と承知で貸し続ける事等に強い憤りを感じ

ます」私が先日放火もされている建物ですから、消防にも通報して、可燃物

等管理を正しくさせるようにしました、消防は法イヒされているのに、可燃物、

油、塗料、シンナー、ガスボンペの管理もさせず居るからです、破壊され続

けている建物を貸す事の危険は労働基準監督署でしょうか、近隣が非常に迷

惑しますから、類焼させられたのでは」
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(甲の解障権) 甲は、工事中必警によって実胸書甲綸十●ことoこでき尋ものとし、これによっ
て生ずう乙の相害を贈債する。甲は,(llL力ヽ 正当な理由がなく、着手用日を過ぎても工事に着手し
きいとき、(2)工程轟ょり書 じく工事が澤れ.工 期内ヌは期限犠相当期国内に乙が工事を出威十
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みがないと認められ薔と■.13る が第 3条 の規定に選反 したと言
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その建反によって翼詢の日的書違ナ●ことができ
を解除す●ことができoも のとし、6に 麟書り層値を寧めることがで■●.輿 嗣解除のと口は、ェ事
の出率鷹部分は甲の計有とし.申 み綺饉のうえ清常ナる.

第19峰 (この中止又

“

解購権) 甲が前払金又は部分払の支払を燿薔 し、こにおいて相当の期間を定め
て催告 L″ても、なおその支払がないと雹は、乙は工事を中■Lする「とができる.乙 は、:】〕甲の費に帰
す′■き事由によ●工事の選延スは中止期間が、工用の3分 の 1以上ス|二2ヵ 月以上になったとき、(2)
甲が工事内癬喜著 しく減少したため.哺 負代金が3分 の 2以 h減少 したとき.(3〕甲がこの理的に■巨
し、その違属によって馨約の燿行がで菫なくなったと認められ●とき、(1)甲が講負代童の支払鮨力を
夜くことが南らかとなったときのいずれか0颯 書には,塁 詢書鱚除することができるものとし、甲に
颯書の購信を求めることができ●.集 絹解除のときぃ、工事の出来

"暉
分は甲の所宥とし、甲呂構■

のうえ潤椰する.
第コ轟 (契的に関す薔静争●解決, この胸款の各集項におぃて甲乙協■ して定めるもあにつ告協議●t
整わない場合に|ま.甲 又は乙は、当事者の双方の合意により選定した第二者又は建設業法によう建設
工事紛今書査会 (以下 「審査会」というぃ)の 出,せ んスは■停により解決■日る。       r

2 甲および乙は、その一方又は軍方が前項のあっせんスは日停により紛争を解決する見込みがないと
認めたときは、前項の規定にか●Lわらず、仲喘各着書に書づ書、書豊合の伸戯に付し、その伸讚判断
に属する.
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